


2024年４月に向けて医療機関が取り組むこと

☑ 医療機関において医師の勤務実態を把握します。
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☑ 兼業・副業について

☑ 宿日直許可の取得について

☑ 自己研鑽の取扱いについて

2 0 2 4年４月以降はＡ水準を目指す 2 0 2 4年４月以降はＢＣ水準を目指す

☑ 目指す水準を設定し、必要な準備、取組を進めます。

令和５年度末までの医師労働時間短縮計画の作成に

努める（努力義務）

※2024年４月１日より前に年間960時間超の医師がいる場合

令和６年度以降の医師労働時間短縮計画を作成し、評価

センターの評価を受け、都道府県知事の指定を受ける

Ｂ 連携Ｂ Ｃ１ Ｃ２

※制度の趣旨に合った形で、実態に応じた水準を選択

面接指導の実施 勤務間インターバルの確保

※（水準にかかわらず）月100時間以上見込みの医師に対して実施 ※ＢＣ水準の場合は“義務”、Ａ水準（一般則超え）の場合は“努力義務”

☑ 追加的健康確保措置の実施に向けた体制づくりを進めます。

まずは自院の労働時間の把握を。
兼業・副業先の労働時間も通算します。自己申告等で把握できる体制を。

まずは自院の宿日直許可の有無を確認し、必要な許可は申請を。
兼業・副業先の宿日直許可の有無も自己申告等で把握できる体制を。

自己研鑽の取扱いの明確化、ルール化を。よく話し合いを重ねて。

！

！

！

（注）取組に当たっては、変形労働時間制の活用等、医療機関の実態に応じた労働時間制の適用等も重要な要素になります。



ＢＣ水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ
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Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

都道府県ごとの手続
数ヶ月程度

少なくとも
４ヶ月程度

今すぐにでも



医療勤務環境改善支援センターの行う

支援について



医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）の活用について
・2024年４月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用される。
・「医師の働き方改革に関する検討会」「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を経て、令和３年５月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
を確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49号）が成立した。

勤務実態
の把握

時短計画
の作成

評価センター
による評価
の受審

時短計画に基づく取組
追加的健康確保措置の実施

医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関は
医師労働時間短縮計画を作成し、その計画に沿って医療機関の管
理者のリーダーシップの下、医療機関全体でPDCAサイクルにより
働き方改革を進めていくことが重要

医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36
協定によっても超えられない上限をともに、原則年960時間（A水準）・
月100時間未満（例外あり）とした上で、地域医療の医療提供体制の
確保のために暫定的に認められる水準（連携B・B水準）及び集中的に
技能を向上させるために必要な水準（C水準）として、 年1,860時間・
月100時間未満（例外あり）の上限時間数を設定

都道府県への
指定申請

2024年4月

現状把握の方法が
わからない！

いつまでに
受審すればいいの？

都道府県の指定申請
に準備するものは？

副業・兼業先の
労働時間の取扱は？

いきサポ 検索

働き方改革の過程でお困り事が生じたら、各都道府県の勤改センターにご相談ください
（連絡先は、「いきサポ」*1に掲載されています）

様式はどれ？

*1「いきサポ」 は、「いきいき働く医療機関サポートweb」の略称で、勤務環境改善に関する好事例や、
労務管理チェックリストなどの支援ツール、セミナー情報等、勤務環境改善に取り組む医療機関のみな
さまの参考になる情報を集約・提供する厚生労働省が開設するポータルサイトです。

不安だから受審前に
色々相談したい…

いつまでに
申請すればいいの？

時短計画の
作成例はないの？

連続勤務時間制限や
勤務間インターバルって、

どう管理・運用すればいいの？

代償休息の考え方が
わからない…

医療機関

「医師の勤務実態把握
マニュアル」が御活用いただけ
ます。（いきサポ*1に掲載）

各都道府県の勤改センター
ではマニュアルに沿った集計用
エクセル表（関数設定済）

も提供。

「医師労働時間短縮計画
作成ガイドライン」を参照くだ
さい。（いきサポ*1に掲載）

各都道府県の勤改センター
で作成支援も行いますので、

ご相談ください。

受審の前に各都道府県の
勤改センターにご相談

いただけます。

申請の手続き等について、
各都道府県の

勤改センターを通じて
ご相談いただけます。

「いきサポ」掲載の資料を参
照ください。ご不明点は、各
都道府県の勤改センターへ
お問い合わせ下さい。
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宿日直許可申請に向けた支援



医療機関の宿日直許可申請に関する相談を受け付ける窓口の設置

◇ 令和４年４月から、医療機関の「宿日直許可申請」に関する相談窓口を厚生労働省に設置

◇ 受け付けた相談については、厚生労働省本省で検討の上、回答

※ 訪問による支援が適切な相談など、現地での具体的な支援が有効な相談については、相談者の意向も踏まえ、厚生労働省本省経由で医療勤務環

境改善支援センター（医療労務管理アドバイザー）が必要な支援を実施

宿日直許可の申請を検討している
医療機関（病院・診療所）

宿日直許可申請に
関する相談

（相談する医療機関のイメージ）

・ 労働基準監督署に相談することに対して不安や
ためらいがあるので、実際に相談する前に、監督署
への相談についてざっくばらんに聞きたい。

・ 地域の医療勤務環境改善支援センターや、労働
基準監督署に相談しているが、相談内容について、
厚生労働省本省の専門家にも相談してみたい。

など

厚生労働省本省
（宿日直許可申請に関する相談窓口）

相談内容に即した
助言等

医療勤務環境改善支援センター
（相談した医療機関の所在地を担当）

現地での具体的な
支援が有効な相談等

訪問支援等を実施

※日頃から、医療機関の勤務環境改善に関する相談に
応じ、必要な支援を実施（都道府県ごとに設置）

※ 労働基準監督署に相談したい内容を確認。相談者
の意向を踏まえて、必要な支援を実施。

労働基準監督署

連携

申請・相談

支援
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宿日直許可申請に関する相談窓口
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医療機関の実態に応じた許可取得につながるように支援します。

医療勤務環境改善支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、

総合的なサポートをします。

URL:https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/outline/work-improvement-support-center

本省相談窓口

宿日直許可の申請（※）について、制度の仕組みや手続き等に関する医

療機関の方からのご相談を受け付ける窓口を厚生労働省本省のWEBサイ

トに設けています。

（※）労働基準法第41条第３号（労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）第23条）

に基づく申請

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html

労働基準監督署

宿日直許可についてのご相談に対応しています。

まずは、お電話をお掛けください。

URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

（2022.4）

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/outline/work-improvement-support-center
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html


労働基準監督署における医師の宿日直許可の許可件数の推移
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令和４年11月28日 第93回
社会保障審議会医療部会資料４より



都道府県への指定申請



特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ
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添付書類：各水準に応じた必要書類

11

Ｂ水準 連携Ｂ水準 Ｃ-１水準 Ｃ-２水準

＜例＞
 救急医療機関であること

を証明する書類
 がん診療の拠点医療機

関であることを証明する書
類

等

＜例＞
 派遣先医療機関からの

辞令（匿名化）
 医師に対する副業・兼業

許可書
等

＜例＞
 臨床研修プログラム
 専門研修プログラム

等

 審査組織に申請した医
療機関申請書、及び指
定後すぐに水準適用の該
当者がいる場合は該当
者の技能研修計画

 審査組織による審査結
果の通知書

医師労働時間短縮計画（案）

面接指導並びに休息時間確保体制が整備されていることを証する書類

労働法制にかかる違反、その他の措置がないことを証する書類

評価センターによる評価結果の通知書

医療法第113条第１項に規定す
る業務があることを証する書類

医療法第118条第１項の指定に
かかる派遣の実施に関する書類

医療法第119条第１項の指定に
係る業務があることを証する書類

医療法第113条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類

医療法第113条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類

医療法第132条の規定により通知された法第131条第１項第１号の評価の結果を示す書類

医療法第120条第１項の指定に
係る業務があることを証する書類

医療法第120条第１項の確認を
受けたことを証する書類

共
通
書
類



医療機関のＧ-ＭＩＳの操作の流れ
医師労働時間短縮計画（案）の作成と特例水準指定の申請
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１．Ｇ-ＭＩＳログイン後ホーム画面(イメージ)

２．医師労働時間短縮計画一覧

３-１．時短計画入力画面（「労働時間数」以外の入力）

３-２．時短計画入力画面（水準の選択）

３-３．時短計画入力画面（「労働時間数」の入力）

時短計画一覧

４．特例水準指定申請画面

作成した時短計画が一覧として表示されます。

新規で作成を行う場合は、右上の「新規」ボタンをクリックします。

医師労働時間短縮計画作成ガイドラインに示したひな形に準じて入力していきます。

選択した水準を適用する予定の医師に関

する、診療科と「労働時間数」の具体的な

数字を入力します。

申請予定の全ての水準に紐付く医師
情報の入力が完了すると、都道府県へ
の指定申請が可能になります。

時短計画以外の申請に必要な書類は、
Ｇ-ＭＩＳ上にアップロードすることで
添付が可能です。

※Ｇ-ＭＩＳ上で時短計画を作成しな
い場合も、各医療機関で作成した時短
計画（案）を申請必要書類と共にアッ
プロードすることで添付することになり、
都道府県へ申請することも可能です。

「特例水準申請（医師時短計画）」
ボタンをクリックします。

2024年度_テスト病院_時短計画

医師労働時間短縮計画内の医師の「労働時間数」
を入力するために、右上の「新規」ボタンをクリックし、
特例水準申請を予定する水準を選択します。

※２つ以上の指定申請を予定する場合は、水準毎に、新規で作成
を行う必要があります。

2024年度_テスト病院



長時間労働医師への面接指導について



追加的健康確保措置（面接指導）

１か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。
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面接指導の実施時期について
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水準 Ａ水準 Ａ・Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準 Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準

時間外・休日労働が100時間
以上となる頻度

低い 高い

睡眠及び疲労の状況の
事前確認の実施時期

当該月の時間外・休日労働が80時間を超
えた後

ある程度の疲労蓄積が想定される時期
（当該月の時間外・休日労働が80時間前
後となる時期が望ましい）

※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

毎月あらかじめ決めておいた時期に行う
ことも可能

※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

面接指導の実施時期

事前確認で一定の疲労の蓄積が予想され
る場合注は当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

11/1 12/111/22 11/24 11/26 11/28

疲労度確認 面接指導

11/3080時間到達後に疲労度確認を行い、一定の疲労
蓄積ありの場合は、100時間到達前に面接指導を
実施（無しの場合は、100時間到達後でも可）

11/1 12/111/24

100時間到達

11/12 12/10

疲労度確認
＆面接指導

疲労度確認
＆面接指導

11/22

80時間到達

11/1 12/111/26

100時間到達

11/18

疲労度確認
＆面接指導

11/22

80時間到達

80時間到達 100時間到達

面接指導

ある程度の疲労蓄積が想定される時期（80時間
到達前後の時期が望ましい）に面接指導を実施

毎月あらかじめ決めておいた時期に
面接指導を実施することも可能

注 一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数：100時間以上 ② 直近2週間の1日平均睡眠時間：6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック：自覚症状がIV又は負担度の点数が4以上 ④ 面接指導の希望：有

15
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面接指導実施医師養成講習会（オンライン）

講習会は令和４年中の開講を予定しております。無料の講習会であり、医師であれば受講可能です。

【講習会カリキュラム】

1. 総論・法制論

労働基準法・労働安全衛生法・医療法の概要、面接指導を行う上での留意点等

2. 健康管理

長時間労働の医師の現状、過重労働が健康に与える影響、慢性睡眠不足の影響等

3. 追加的健康確保措置

追加的健康確保措置の概要、面接結果の実践的活用等

4. 面接指導の実際（ロールプレイ動画）

5. 意見書作成と環境調整

意見書作成の実際、職場環境調整への意見等

【オンライン講習会の流れ】

※当該オンライン講習会を受講することで、面接指導実施医師の修了証が発行されるが、より効果的な面接指導の実施方法を修得していただくため、

令和５年度以降、オンライン講習会受講修了者のうち、希望者に対して、長時間労働医師に対する面接指導に関するロールプレイ研修を開催する

ことを予定。

本人登録
氏名、生年月日、医籍登録番号等

カリキュラム動画
（全章聴講）

約200分

確認テスト
（全問正解）

修了証受領
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面接指導実施医師養成講習会に関するホームページ
「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」

長時間労働医師への面接指導に関する情報を掲載（面接指導実施医師養成講習会は令和４年中に開始予定）
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集中的技能向上水準

Ｃ-２水準について

Ｃ-２水準とは・・・

『我が国の医療水準の維持発展に向けて高度な技能を有する医師を育成することが
公益上必要な分野においては、高度に専門的な知識・手技の修練に一定の期間集
中的に取り組むことを可能としなければ、新しい診断・治療法の活用・普及等が滞る
おそれがあり、ひいては医療の質及び医療提供体制への影響が懸念される』
ことから、こうした業務に従事する医師に適用する
時間外・休日労働の上限時間の水準として設けることとしたものである。
（医師の働き方改革に関する検討会報告書より抜粋）



特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

19



Ｃ-２水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方

20



 審査プロセスの妥当性に関する定例的なチェック

 蓄積された技能研修計画の内容を用いた、Ｃ-２水準の技能の

考え方の定期的な見直し

 審査組織相談窓口に届けられた相談内容の臨時的な検討 等

21

Ｃ-２水準の技能等に関する審査の運用について

承
認
手
続
き

 所定のプロセスに基づいた審査の実施

協力
Ｃ-２水準の審査を希望する

医療機関

個別の技能研修計画
の審査

医療機関の教育研修環境
の審査

審

査

組

織

関連学会等

厚生労働省
特定分野を公示

委託

結果報告

 審査組織については、Ｃ-２水準の審査業務に相当の専門性が必要になると想定されることから、関連学会等に協力
を得る必要があるが、具体的な組織の運営方法については、以下のように、厚生労働省からの委託の形とし、各領
域の関連学会等から審査への参加や技術的助言を得ることとする。

 技能研修計画は、審査組織で審査を行うこととし、研修予定の具体的な技能の名称のみで審査が行われるのではな
く、その計画内容を含めて審査が行われるものとする（個人の記載する当該技能の修得のために予定する症例数及
びその他の業務と、設備や指導医といった医療機関の教育研修環境を総合して、技能研修計画は審査される）。

審査委員会

＜構成員＞
医療分野代表者・労働分野代表者・各領域の有識者・若手医師（勤務医）

審査結果
通知

医師からの相談窓口

審査の疑義相談等

医師個人の発意に基づく
技能研修計画の作成

【審査組織(イメージ)】

全体を統括する委員会

医師からの相談窓口医師

申

請 医療機関申請書の作成
（特定分野ごと）

協力

関連学会等



審査員アカウントの申請
学会（組織）所属で審査員予定の医師

事前審査（システム上）
申請領域を含む複数の学会
（組織）の審査員が実施

審査委員会（オンライン）
すべての学会（組織）の審
査代表者＊が参加して実施

＊1学会（組織）あたり複数の審査員が参加可能

基本19領域
学会（組織）

審査員アカウント作成

申請書類の受理
記入内容の確認
審査担当学会（組織）の振り分け
審査依頼

事前審査のとりまとめ
審査委員会資料作成

Ｃ-２水準
審査事務局

都道府県への指定申請

技能研修計画 作成
医療機関申請書 作成

院内承認後に医療機関が申請
審査結果受領

医療機関
（場合により医師） 審査結果を提出書類

に含める

Ｃｰ２水準関連審査の流れ

統括委員会

• 審査プロセスの妥当性に関する
定例的なチェック

• 蓄積された技能研修計画の内
容を用いた、Ｃ-２水準の技能
の考え方の定期的な見直し

• Ｃ-２水準審査事務局に届けら
れた相談内容の臨時的な検討

等
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• 審査は基本19領域学会所属の医師（審査員）が、学会（組織）を代表して行う。

• 審査結果に対する医療機関及び医師の不服申し立て先は、厚生労働省となる。

• 審査の適正性・透明性の観点から、審査員自身が所属する医療機関からの申請には、当該審査員は原則、審査を行わない。

医師・医療機関アカウントの申請

医師・医療機関アカウント作成
審査結果のとりまとめ
医療機関への通知

統括委員会資料作成



Ｃ -２水準に関するホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」
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医療機関およびＣ-２水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報を掲載

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

令和４年度は、令和５年１月10日（火）正午が申請締切です。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/


Ｃｰ２水準に係る技能研修計画の申請書（記入イメージ）
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✔

✔ https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

こちらから複数の記入例を確認できます

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/


Ｃ-２水準に係る医療機関申請書（記入イメージ）

25

✔
✔
✔

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

こちらから複数の記入例を確認できます

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/


Ｃｰ２水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続きの流れ

26

審査組織へ各分野別医療機関申請書及び技能研修計画を医療機関がとりまとめて申請し、審査受審

医療審議会における議論 ⇒ Ｃ-２水準の指定を判断

Ｃ-２水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があることから、地域の
医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を医療審議会において確認する。

審査結果を受領医

療

機

関

都

道

府

県

必要書類を揃えて都道府県へＣ-２水準（分野別）の指定申請（※）

特に、審査組織に申請した医療機関申請書、及び指定後すぐに水準適用の該当者がいる場合は該当者の技能研修計画（匿名化）、
並びに審査組織による審査結果の通知書を添付

Ｃ-２水準指定申請受付

○ 申請時点で、その分野におけるＣ-２水準適用該当医師がいない場合であっても、令和６年度以降に、その該当医師（Ｃ-２水準の技能研修計画の
審査を受けた医師）が存在するようになった場合は、当該医療機関にＣ-２水準の業務が実在することになるため、その時点で当該医師の技能研修計
画（匿名化）を都道府県に届け出るよう周知することが求められる。

Ｃ-２水準指定結果通知

※申請時点で、その分野におけるＣ-２水準適用該当医師がいない場合でも申請が可能



現場の先生への周知について



いきサポ

いきサポのWEBレイアウトを更新し、医師の働き方改革制度解説ページを特設しました。

その他、各種研修および宿日直許可事例の掲載など、医療機関に必要とされる情報を集約しています。
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トップマネジメント研修のご案内

宿日直許可事例の紹介

医師の働き方改革特設ページ



医療現場の勤務環境改善に向けた取組について、具体的な手法等をお伝えする研修会を厚労省主催で開催（無料）。
お申し込みはこちらのURLです→https://hospital-koujirei-seminar-r4.jp

勤務環境改善好事例セミナー
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https://hospital-koujirei-seminar-r4.jp/


医師の働き方改革に関する研修会を厚生労働省主催で開催（無料）。病院長向けですが事務長等の労務管理担当者の
方のご参加も可能です。お申込みはこちらのURLです→https://hospital-topmanagement-seminar-r4.jp

トップマネジメント研修
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https://hospital-topmanagement-seminar-r4.jp/


勤務医に対する情報発信に関する作業部会 議論のまとめ（令和４年３月23日） 概要 第17回医師の働き方改革の推進に関する
検討会 （令和４年３月23日） 資料２
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